
                                       平成 21 年 4 月 1日現在 

                                         しずおか信用金庫 

〔ギフト付定額複利預金「グルメ定期便」〕 

項      目 内                容 

１．商品名 ギフト付定額複利預金「グルメ定期便」 

２．販売対象 
個人のお客様に限定させていただきます。 
※新たに当金庫に定期預金としてお預入いただく資金を対象とさせていただきます。

３．取扱期間 
平成 21 年 4月 1日（水）～平成 22年 3月 31 日（水） 
※市場環境等により締切日を待たずに取扱いを終了させていただくことがあります。

４． 期間 最長 5 年（据置期間 6ヵ月） 

※最長預入期限を満期日とする自動継続（元金継続または元利継続）の取扱いができ

ます。期払いの取扱いはできません。 

※この預金の全部または一部について、預入日の 6ヶ月後の応答日から通帳記載の最

長預入期限までの間の任意の日にお引出しができます。 

５． 預入（受入）方法 

（１）お預け入れ方法 

（２）お預け入れ金額 

（３）お預け入れ単位 

 

・定期預金作成時に元金全額を一括してお預け入れいただきます。 

・1口座 100 万円以上、1,000 万円以内（お一人様何口座でもお申込みいただけます）

・1円単位 

６．払戻（支払）方法 ①満期日以後に元金と利息を一括してお支払いします。 

②据置期間経過後は、1万円以上 1円単位で一部引出しができます。 

※但し、以下の場合は一部引出しができません。 

・総合口座にお預け入れいただく場合。 
・引出後の残高が 100 万円を下回る場合。 
・お預け入れ金額 300 万円以上の場合で、引出後の残高が 300 万円を下回る場合。 

７． 利息 

（１）適用利率 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）課税方法 

（５）金利情報の入手方法  

 

お預け入れ時の当金庫営業店店頭に表示する金額階層別金利および期間別段階金利

をお預け入れ全期間にわたって適用します（固定金利）。 

①金額階層別金利：300 万円未満、300 万円以上 

②期間別段階金利（金利情勢によって複数の段階利率が同一となることがあります）

A. 6 ヶ月以上 1年未満 F. 3 年以上 3年 6ヶ月未満 

B. 1 年以上 1年 6ヶ月未満 G. 3 年 6ヶ月以上 4年未満 

C. 1 年 6ヶ月以上 2年未満 H. 4 年以上 4年 6ヶ月未満 

D. 2 年以上 2年 6ヶ月未満 I. 4 年 6ヶ月以上 5年未満 

E. 2 年 6ヶ月以上 3年未満 J. 5 年 

この預金の支払時に一括してお支払いします。 

付利単位を 1円とし、1年を 365 日とした日割計算により 6ヶ月複利の方法で算出し

ます。 

利息の 20％（国税 15％、地方税 5％）が分離課税されます。 

金利については窓口または営業係にお問合せ下さい。 

規定裏面に預入時の期間別段階金利表を印字してお渡しします。 

８． グルメ商品 

お届けの条件 

お預入から 1年経過した後、毎年 1回、契約応答月の末日を基準日として、基準日時

点の預入残高（1口座）に応じた「グルメ商品」を松坂屋よりお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

※「グルメ商品」のお届けは、最長預入期限（預入日の 5年後）までとなります。 

 満期後は、定額複利預金「スーパーイールド」に自動継続されます。 

※据置期間（6 ヵ月）経過後、預金の一部を引出した場合は、引出後の預入残高

（1口座）に応じた「グルメ商品」のお届けとなりますのでご留意下さい。 

※基準日前に預金の全部を引出した場合は、グルメ商品の発送は行われませんのでご

留意下さい。 

「グルメ商品」コース 基準日時点の預入残高（1口座）

「極み」コース 800 万円以上 1,000 万円以下 

「特選」コース 500 万円以上 800 万円未満 

「松」 コース 300 万円以上 500 万円未満 

「竹」 コース 200 万円以上 300 万円未満 

「梅」 コース 100 万円以上 200 万円未満 

９． グルメ商品 

   お届け予定時期 

お預入から 1年経過後の翌月下旬を 1回目として、以後、契約応答月の翌月下旬に 

毎年 1回「グルメ商品」を松坂屋よりお届けします。 

（例）平成 21 年 4 月 1日に作成した場合（満期日 平成 26 年 4月 1日） 

回次 グルメ商品お届け予定時期 

1 回目 平成 22 年 5月下旬 



2 回目 平成 23 年 5月下旬 

3 回目 平成 24 年 5月下旬 

4 回目 平成 25 年 5月下旬 

5 回目 平成 26 年 5月下旬 

【5回目における「グルメ商品お届けの条件」について】 

 5 回目については、基準日時点ではなく、満期日時点の預入残高（1口座）に応じ

た「グルメ商品」を松坂屋よりお届けします。 

※満期日以降に預金の全部を引出しても 5回目の「グルメ商品」を松坂屋よりお届け

します。 

１０．手数料 ありません。 

１１．中途解約の取扱い 据置期間（6ヶ月）内に中途解約された場合は、解約日における普通預金利率を適用

します。また、グルメ商品の発送は行われませんのでご留意下さい。 

１２．付加できる特約事項 ①満 20 歳以上の個人のお客様は、総合口座による当座貸越の取扱いができます。 
②少額貯蓄非課税制度の対象となる個人のお客様は、マル優の取扱いができます。 

１３．その他参考事項 ①自動継続を停止した場合、満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における
普通預金利率により計算します。 

②本商品は預金保険の対象となります。（当金庫お預け入れの他の定期預金等と合算
し、1人あたり元本 1,000 万円までとその利息が保護されます。） 

③この預金および通帳は、譲渡または質入れすることができません。 
④詳しくは、店頭窓口または営業係までお問合せ下さい。 

 


